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次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画策定指針」について

次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第７条第１項の規定

に基づき、主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るた

め、基本理念にのっとり、市町村行動計画及び都道府県行動計画並びに一般事業

主行動計画及び特定事業主行動計画の策定に関する指針（以下「行動計画策定指

針」という ）を定めなければならないこととされており、本日付け官報におい。

て行動計画策定指針が告示されたところである。

行動計画策定指針においては、次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事

、 、 、項 次世代育成支援対策の内容に関する事項等を定めており 地方公共団体等は

行動計画策定指針に即して、行動計画を策定する必要があることから、その内容

等を十分踏まえ、行動計画の策定に当たられたい。

なお、区域内の市町村、関係機関、次世代育成支援に関わる関係団体等に対す

る周知を図られるようお願いする。


